
 

社会福祉法人 柳井市社会福祉協議会 

訪問介護サービス 重要事項説明書 

 

１. 事業者概要 
 

事 業 所 名 
 社会福祉法人 柳井市社会福祉協議会 

 訪問介護事業所 

所 在 地   山口県柳井市南町三丁目９番２号 

法 人 種 別  社会福祉法人 

代 表 者 名  会長  杉 森 定 夫 

電 話 番 号  ０８２０－２２－３８７０ 

ファクシミリ番号  ０８２０－２３－１１０７ 

管 理 者 名   濱 本 綾 子 

指定年月日及び指定番号  平成 17 年 2 月 21 日 3571200454号 

 

 

 

２.事業の目的と運営方針 
 

(１) 事業の目的 

      指定訪問介護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定 

め、介護福祉士又は訪問介護研修の修了者が、要介護状態又は要支援状態にある高齢 

者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。 

 

 (２) 事業運営方針 

１. 訪問介護員等は、要介護等の心身の特性を踏まえて、その利用者が有する能力に応

じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他

の生活全般にわたる援助を行う。 

２. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

３.ご利用事業所の職員体制 

職 種 常 勤 非常勤 計 備  考 

管 理 者 1名  1名 サービス提供責任者と兼務 

サービス提供責任者 2名 1名 3名 管理者と兼務   

 

訪 問 介 護 員 

 

3名 

 

14名 

 

17名 

・介護福祉士    10名 

・準看護師     １名 

・ヘルパー２級    ５名 

・初任者研修    １名 

 



 

４.営業時間及び実施地域 
 

営 業 日 月曜日～金曜日（土・日・祝祭日 12月 29日～1月 3日を除く） 

営 業 時 間 午前８時３０分～午後１７時１５分 

そ の 他 

① 居宅介護サービス計画により休業日又は時間外であっても 

サービスの提供を行う場合がある。 

② 電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

実 施 地 域 
柳井市全域。 

市外については希望者があれば必要に応じ対応していく。 

 

5.利用料 

 別紙による。 

6.苦情申立先 
 

柳井市社会福祉協議会 

訪問介護事業所 

ご利用時間 ８:３０～１７:１５(土日祝祭日、12/29～1/3日 

を除く) 

ご利用方法 電話 ０８２０－２２－３８００ 

         ０８２０－２２－３８７０  

面接 柳井市社会福祉協議会 

苦情箱 (事務局に設置しております) 

第三者委員 砂田 規之  福田 美雪 

柳 井 市 高 齢 者 支 援 課 

ご利用時間 ８:３０～１７:１５(土日祝祭日、12/29～1/3日 

を除く) 

ご利用方法 電話 ０８２０－２２－２１１１ 

      面接 柳井市役所 高齢者支援課 

国民健康保険団体連合会 

ご利用時間 ９:００～１７:００(土日祝祭日、12/29～1/3日 

を除く) 

ご利用方法 電話 ０８３－９９５－１０１０ 

      FAX  ０８３－９３４－３６６５ 

 

7．虐待の防止について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者   管理者  濱本 綾子 

  （２）成年後見制度の利用を支援します。 

  （３）苦情解決体制を整備しています。 

  （４）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

  （５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同

居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを 

     市に通報します。 



柳井市役所 社会福祉課 

ご利用時間 平日 ８:３０～１７:１５ 

ご利用方法 電話 ０８２０－２２－２１１１ 

      FAX ０８２０－２３－７５６６    

面接 社会福祉課 

柳井圏域障害者虐待防止センター 

ご利用時間 終日 

ご利用方法 電話 ０８２０－５２－２６７８ 

      FAX ０８２０－２５－３３７６ 

      面接 城南学園内 

山口県障害者権利擁護センター  

ご利用時間 平日 ８:３０～１６:３０ 

ご利用方法 電話 ０８３－９０２－８３００ 

      面接 社会福祉会館内 

 

8．サービス実施の記録について 

（１）サービス実施記録の確認 

本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、

利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでも

お申し出ください。なお、居宅介護計画及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供

日より 5年間保存します。 

（２）利用者の記録や情報の管理、開示について 

本事業所では、関係法令（及び  社会福祉協議会個人情報保護規定）に基づいて、利

用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。（開

示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。） 

 

9．緊急時の対応方法 
 

利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。 

又緊急連絡先に連絡いたします。 

 

 

利 用 者 の 

主 治 医 

氏     名  

医療機関の名称  

所  在  地  

電  話  番  号  

 

 

緊 急 連 絡 先 

氏     名  

住     所  

電 話 番 号  

昼 間 の 連 絡 先  

夜 間 の 連 絡 先  

 

 

 



 

私は、本書面に基づいて事業者より上記重要事項の説明を受け 

訪問介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

 令和  年  月  日  

 

  利 用 者 

  〈住  所〉                    

 

 〈氏  名〉                                      

 

      (署 名 代 行 者) 

  〈住  所〉                    

 

 〈氏  名〉                                      


